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令和５年８月１８日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和５年８月１８日（金）午前9時30分～ 本庁舎2階災害対策室 

２ 出席者 

生涯学習課 山本課長 荻野主事 

３ 件名 

白井市放課後子ども総合プラン行動計画の策定について 

４ 会議結果 

□ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

■報告を了承する。 

５ 会議内容 

・事業費は、本計画を策定するにあたりかかった経費か。 

→事業費は、令和５年度の放課後子ども教室事業に係る経費である。なお、本計画の策

定にかかる費用はない。 

・本計画に基づき、着実に事業を推進すること。 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 
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カテゴリー

白井市放課後子ども総合プラン行動計画の策定について

【計画策定の趣旨】
国で全ての小学校区で放課後児童クラブ（学童保育所）と放課後子ども教室を一体
型で全国に1万箇所以上を整備することなどを目標とした「新・放課後子ども総合プ
ラン」が策定されたことを受け、市では児童が安全・安心に多種多様な体験・活動が
行えるように放課後子ども教室及び放課後児童クラブを市内全小学校で整備する
ために、本計画を策定した。
【計画の位置付け】
上位計画：しろい子どもプラン（施策レベル個別計画）
【計画期間】
令和５年度から令和１１年度末までの７年間
※社会情勢の変化等により、策定期間中に見直す場合がある。
【主な内容】
１白井市放課後子ども総合プラン行動計画の策定にあたり
2放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の現状
3児童の放課後の過ごし方に関するアンケート結果
4「新・放課後子ども総合プラン」に基づく行動計画
5白井市放課後子どもプラン推進委員会の設置
【放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の現状】
放課後児童クラブは全小学校に設置済み。放課後子ども教室は令和4年度時点で
3校（二小・大小・池小）で実施しており、令和5年度は白井第一小学校で新設した。
なお、放課後児童クラブについては、全小学校で保育園と同等の保育時間を確保
できていることや待機児童が発生していないことを踏まえ、市では「小1の壁」は発生
していない。
【学童保育所との連携等について】
児童がより安全に過ごせるように、全小学校で両事業を一体型で実施する。
【整備目標】
令和11年度までに全小学校で放課後子ども教室と放課後児童クラブを一体型で整
備する。

令和 5 8 18

報告書（行政経営戦略会議）

部課名 教育部　生涯学習課

無 報道発表

 【関係課との調整】
本計画を策定するにあたり、市内の現状を踏まえた関係各課の意見を基にした。
(保育課）
放課後児童クラブとの一体型運営の実施を検討するために、保育課と調整した。
（教育委員会内）
学校施設の使用や児童の安全を確保するために、教育委員会内の課から意見をい
ただいた。

有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

R5.8月下旬　公表予定

有 行政運営報告（R5.9） 広報・ＨＰ等 有 市HP（R5.8）・公開コーナーの配架

部分非 時限非 まで）

無

参考情報

年代 小・中学生、高校生 場所

今後の
スケジュール

保育課・子育て支援課・学校政策課・教育支援課

7,839 千円 （うち特定財源 0 千円）

有 アンケート調査（R4.2）・意見公募（R5.5）

公開 非公開

市内全域 目的 若い世代の定住 手段 その他




























